
 1

 

平成 23 年９月 29 日 

各 位 

会 社 名 明治機械株式会社 

代表者名 代表取締役社長 高橋 豊三郎 

（コード番号６３３４ 東証第２部） 

問合せ先 総務部長 高工 弘 

（TEL.  03-5295-3511） 

 

持分法適用会社の異動（譲渡）に関するお知らせ 

 

当社の持分法適用関連会社であるシンヨー株式会社は、平成 23 年９月 29 日開催の臨時株主総

会において、総会終結時から１年以内に当社所有のシンヨー株式会社の全株式(1,283 千株）を含

む上限 1,600 千株の自己株式を取得する旨の決議をいたしました。それに伴い、当社といたしま

しては、売却に応じることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。 

なお、本自己株式取引後、シンヨー株式会社は当社の持分法適用関連会社より除外されること

となります。 

 

１．株式譲渡の理由 

  当社はこれまでに、シナジーが比較的に少ない子会社・関連会社を切り離し、当社の主たる

事業である製粉・飼料機械及びそれらのプラント建設工事に特化した「本業回帰」を掲げて経

営の改善と効率化を図ってまいりました。他方で、当社はシンヨー株式会社が指向する独自性

の維持と機動的な資本政策を可能とする経営施策をバックアップする観点からシンヨー株式会

社による自己株式取得を推進し、当社所有の同社全株式の譲渡を行うものであります。 

この結果、当社グループの連結損益に影響があるものの、一方で、当社はキャッシュ・フロ

ーを積み増しできるとともに、株式売却益の計上、また、借入金減少に伴う支払利息の費用削

減が期待できます。 

 

２．自己株式を取得する持分法適用関連会社の概要 

 （１）商号        シンヨー株式会社 

 （２）代表者       代表取締役社長 森 哲夫 

 （３）所在地       神奈川県川崎市川崎区大川町８番６号 

（４）設立年月日     昭和 27 年４月 30 日 

（５）主な事業内容    コーティング・リニューアル事業、人材派遣業 

（６）資本金         570 百万円（平成 23 年３月期） 

（７）売上高        11,216 百万円（平成 23 年３月期） 

（８）純資産         1,267 百万円（平成 23 年３月期） 
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３．株式譲渡の概要 

（１）異動前の所有株式数    1,283,000 株（所有割合 44.39％） 

（２）異動株式数        1,283,000 株（譲渡価格未定） 

（３）異動後の所有株式数         0 株（所有割合     0％） 

 

４．株式譲渡の日程 

 本年１２月末を予定していますが、詳細が未確定のため、明確になり次第、速やかに公表いた

します。 

 

５．今後の見通し 

 株式の譲渡に伴い、持分法適用除外に係る損益が発生しますが、株式の譲渡に係る詳細（日程

を含む）が未確定のため、明確になり次第、精査のうえ速やかに公表いたします。 

                                        以 上 


